
　  1、出発前に必ず指示書の確認と車両の点検をすること。

　  2、発進、後退時には十分な確認を行うこと。

　  3、交差点では十分な安全確認をすること。

 　 4、横断歩道では歩行者の保護を徹底すること。

 　 5、右・左折のときは巻き込みに十分注意すること。

 　 6、いつでも安全速度を守ること。

 　 7、いつも十分な車間距離を保つこと。

 　 8、疲労、眠気を感じたときは必ず休息をとること。

　  9、カーブの手前では減速すること。

　10、脇見運転をしないこと。

　11、大切なのは技術ではなく心構えとし、常に初心を忘れないこと。

　12、田辺観光バスの乗務員はいかなる時でも紳士であること。

事故削減目標

目標 実績 目標 実績 目標 実績

令和6年度 0件 0件 3件 4件 3件 4件

令和7年度 0件 - 2件 - 2件 -

※１　重大事故は、自動車事故報告規則第2条に規定する事故をいう。
※２　交通事故は、重大事故を除く有責事故をいう。

重　点　施　策

令和7年4月1日

株式会社　田辺観光バス

代表取締役　大谷　晃一

田辺観光バス　安全運行に対する心がけ　１２箇条

輸送の安全目標

重大事故 交通事故 路上故障
内訳

物損2件、被害１件
洗車機接触１件

ー

目標：前年度比50％減


